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令和７年教育委員会 第９回定例会 

 

１ 日  時  令和７年９月２５日（木） １３時３０分開会 １３時４５分閉会 

 

２ 場  所  教育委員会庁舎１階 第１会議室 

 

３ 出席委員  教育長              中 島 正 人 

教育委員             小 澤 倭文夫 

教育委員             黒 田 仁 美 

教育委員             吉 田 敬 徳 

教育委員             平 井 清 子 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 出席職員  教育部長             野 呂 武 志 

教育部次長            山 澤 亮 司 

学校教育支援室長         谷 口   剛 

生涯学習課長           中 村 寿 春 

教育総務課長           佐々木 雅 一 

教育総務課総務係長        深 田 友 和 

教育総務課総務係         髙 橋 ありさ 

 

６ 傍 聴 人  なし 

 

７ 議  題 

 

協議第１号 体育施設のネーミングライツについて 

報告第１号 令和７年度 第７６回 小樽市文化祭について 

その他   寄附採納について 

 

８ 議  事 

 

教育長   ただ今から、教育委員会第９回定例会を開会いたします。 

本日の会議の議事録署名委員に、黒田仁美委員を指名させていただきます。 

はじめに、お諮りいたします。 

「協議第１号 体育施設のネーミングライツについて」は、会議規則第１３条第１項第５

号により、非公開とし、議事録については結果のみ記載することとし、最後に審議していた

だきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 
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各委員   （異議なし） 

 

教育長   では、そのように進めさせていただきます。 

それでは、「報告第１号 令和７年度 第７６回 小樽市文化祭について」の説明をお願い

します。 

 

報告第１号 令和７年度 第７６回 小樽市文化祭について 

 

生涯学習課長   「報告第１号 令和７年度 第７６回小樽市文化祭について」御報告いたします。 

データ上の資料と本日お手元にお配りした小樽市文化祭のリーフレットの内容について、

簡単に御説明いたします。 

今年の「小樽市文化祭」は、本日、９月２５日から始まりました美術市展を皮切りに、１

１月３日まで、美術館、生涯学習プラザ、市民会館、市民センターの４つの会場で１４種目

の展示や発表が行われます。 

公募であります、美術、書道、写真、ユース展（高校生の美術）、俳句、短歌、川柳の各部

門は、市民や市内で活動されている方々から作品を募集し、審査の上、表彰を行うものとな

っております。 

公募以外については、市内の団体による作品展等として、「盆栽展」、「お茶会」、「書遊展」、

「合同華展」、「押し花アート展」が開催されます。 

なお、合同華展では、拠点校方式の部活動で華道部の指導に当たっておられる、華道家元

池坊小樽支部が運営団体であることから、貴重な発表の場として、部活動の皆さんの作品も

展示される予定ですので御注目ください。 

また、１１月３日の文化の日には、市民会館におきまして、日舞３団体による「日本舞踊

の集い」を、市民センターでは、「もう一つの合唱祭～心と体を癒すひととき～」と題しまし

て合唱のステージを行うこととしております。 

なお、日本舞踊の集いに関しましては、本日配布しましたプログラムにチラシが間に合い

ましたので挟み込みましたが、藤間流扇玉会から、殿方の演舞も行われますので併せて御注

目いただきたいと思います。６月の和を遊ぶの時と同じ演目と思われますが、政寿司の中村

全博氏、道新の荒山支社長、黒田先生もお出になるとのことです。 

いずれも入場無料となっておりますので、多くの皆さんに文化・芸術の秋を楽しんでいた

だきたいと思っております。 

報告は以上であります。 

 

教育長   本件に関しまして、御質問・御意見等ございましたらお願いします。 

 

吉田委員  単純な質問ですが、１１月３日の文化の日、午後からの日本舞踊の集いと合唱祭について、

同じ時間に行ってる理由はあるのですか。もしかしたら両方出たい、両方見たいという方も

いらっしゃるのではないかと思うのですが。 
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生涯学習課長  まず３日の午前中はリハーサルに使わざるを得ず、午前中にスタートすることが現実

的には少々難しい状況です。それと、出演団体の皆さんの御都合により、残念ながら今回

は一緒になってしまうということで、我々の方としてもできるだけ多くの皆さんに見てい

ただけるように少し時間をずらすような検討はするのですけれども、最終的には能学会の

お考えでということになってしまいます。御高齢の方もおられるので、あまり遅くなって

しまうと帰りが遅くなってしまうため、少々大変だというのが現実的な話なのかなと思い

ます。 

 

吉田委員  教育委員会が主催しているわけではないので、お願いするというかたちも難しいのかもし

れないですが、少しもったいないという気がしまして、リハーサルを前日とかにできないの

かな等思いました。ありがとうございました。 

 

教育部次長  補足ですが、１１月３日に文化団体協議会の会員の方が、市民会館あるいは市民センタ

ーを使うときは利用料金が減免になるということで、１１月３日の無料になるときに多くの

人に使ってもらおうということで、両方の施設を使って公開しているところでした。 

 

教育長   他にございますか。 

よろしいでしょうか。 

 

各委員   （なし） 

 

教育長   今日から小樽市文化祭が始まりましたので、ぜひ行っていただければと思います。 

 それでは、本件を終了いたします。 

 続きまして、その他の報告で「寄附採納について」の説明をお願いします。 

 

その他 寄附採納について 

 

教育総務課長  寄附が３件ありましたので、御報告いたします。 

１件目は、小樽警察官友の会様から「交通安全標語入り鉛筆」３００ダース、３，６００

本、２０万７，９００円相当を御寄贈いただきました。 

こちらは同会が創立４０周年を迎えその記念事業として、児童の交通安全教育について、

常に交通安全の意識を持つことが大事であるとの意見を踏まえ、市内小学校の１年生に御寄

附いただいたもので、教育長名で感謝状をお渡ししております。 

２件目は、志和裕様から、小樽市交通災害遺児奨学資金基金に１万円を御寄附いただきま

した。志和様からは平成１２年より御寄附をいただいており、先月に引き続き今回で６４回

目、総額は７８万円となります。 

３件目は、北海道ワイン株式会社様から、小樽市の教育振興のため、小樽市教育振興資金

基金に２０万円を御寄附いただきました。 
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こちらは、８月３０日と３１日に開催された、ワインカーニバルの収益金の一部から小樽

市の教育振興のために役立ててほしいとのことで寄附をいただくもので、明日、９月２６日

に贈呈式を行うものです。 

報告は以上です。 

 

教育長   本件に関しまして、御質問・御意見等ございましたらお願いします。 

      よろしいでしょうか。 

 

各委員   （なし） 

 

教育長   それでは、本件を終了させていただきます。 

      ただ今から非公開の審議に入りますので、報道関係者及び傍聴者の皆様には御退席をお願

いいたします。 

 

＜非公開の審議開始＞ 

 

協議第１号 体育施設のネーミングライツについて 

 

教育部次長から、「体育施設のネーミングライツについて」説明し、全委員一致により同意

した。 

 

教育長   それでは、本件を終了させていただきます。 

以上をもちまして、教育委員会第９回定例会を閉会いたします。 


